
■６５歳以上の人（第１号被保険者）の保険料
　介護保険料は、地域で必要となるサービス量や６５歳以上の人数に応じて、３年ごとに基準額を見直していま
す。
　五條市の平成１８～２０年度の基準額は、年額５０,４００円（月額４,２００円）で、保険料は基準額（第４段階）
をもとに所得によって第１～６段階に分かれます。
　各段階の対象者と保険料（年額）は次のとおりです。

所得段階 対　象　者 保険料（年額）

第１段階 生活保護を受給している人および世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受け
ている人

基準額×0.50
２５,２００円

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
８０万円以下の人

基準額×0.66
３３,２６０円

第３段階 世帯全員が市民税非課税であって、第２段階以外の人 基準額×0.75
３７,８００円

第４段階 世帯のだれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の人 基準額×1.00
５０,４００円

第５段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が２００万円未満の人 基準額×1.25
６３,０００円

第６段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が２００万円以上の人 基準額×1.50
７５,６００円

■保険料の納めかた
　受給している年金額等によって２種類の納め方があります。第１号被保険者として納める保険料は、６５歳に
なった月（６５歳の誕生日の前日が属する月）から適用されます。

年金が年額１８万円以上の人

特別徴収
　年金の定期支払い（年６回）の際に、介護保険料を差し引いて年金が支給されます。
※年度途中で６５歳になった人や他市町村から転入した人は、すぐに特別徴収ができませんので、一時的に普

通徴収となります。
※今年の４月または６月から特別徴収で仮徴収することになった人には、８月までの保険料額のみお知らせし

ていますが、７月の本算定後に本年度の保険料年額をお知らせします。

年金が年額１８万円未満の人など

普通徴収
　介護福祉課から送付される納付書で、個別に保険料を納めます（年８回）。
※五條市指定の金融機関、市役所介護福祉課・各支所窓口で納付できます。また、口座振替でも納付できます

ので、保険料の納付書、預金通帳、通帳の届け出印を持参のうえ、市役所介護福祉課、各支所の窓口または
五條市指定金融機関に申し込んでください。

介護保険料の詳細は７月中旬に個別郵送で案内します。

■問合先　介護福祉課介護保険係　本（内線２９１、２９４）

６５歳以上の皆さんへ
平成２０年度の介護保険料をお知らせします
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